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告 示 

鳥取県告示第584号 

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例（平成25年鳥取県条例第６号）第10条第１項の規定に基づき、知事指定

薬物の指定が失効したので、同条第４項の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年11月９日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定番号 通称名 指定年月日 失効年月日 

３－知(１)－６ Ｂｅｎｏｃｙｃｌｉｄｉｎｅ、ＢＴＣＰ 令和３年10月26日 令和３年10月31日 

３－知(１)－７ Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ 〃 〃 

３－知(１)－８ ２Ｆ－ＱＭＰＳＢ 〃 〃 

３－知(１)－９ ＡＣＨＭＩＮＡＣＡ、Ａｄａｍａｎｔｙ

ｌ－ＣＨＭＩＮＡＣＡ 
〃 〃 

                                                    

鳥取県告示第585号 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の新設の届出が

あったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要等を告示し、関係書類を縦覧に供する。 

  令和３年11月９日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）ドラッグストアウェルネス鳥取叶店 鳥取市叶330－１ 

２ 大規模小売店舗を新設する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

鳥取タイガー有限会社 代表取締役 草地 聖一 鳥取市叶330 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

  株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長 村上 正一 

広島県広島市西区井口明神一丁目１－10 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和４年６月28日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  1,155平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 (１) 駐車場の位置及び収容台数 

   ア 位置 ９の書類に記載のとおり 

  イ 収容台数 67台 

 (２) 駐輪場の位置及び収容台数 

   ア 位置 ９の書類に記載のとおり 

  イ 収容台数 17台 

 (３) 荷さばき施設の位置及び面積 

   ア 位置 ９の書類に記載のとおり 

  イ 面積 24平方メートル  

 (４) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

   ア 位置 ９の書類に記載のとおり 

  イ 容量 6.0立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 (１) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
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開店時刻 午前８時 閉店時刻 午後10時 

(２) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前７時30分から午後10時30分まで

(３) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

ア 出入口の数 ３か所

イ 位置 ９の書類に記載のとおり

(４) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後10時まで

８ 届出年月日 

  令和３年10月27日 

９ 縦覧に供する書類 

   届出書及びその添付書類 

10 縦覧に供する期間 

   令和３年11月９日から４月間 

11 縦覧に供する場所 

  鳥取県商工労働部企業支援課及び鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課 

12 意見書の提出 

大規模小売店舗の新設に関し意見を有する者は、10の期間内に、知事に意見書を提出することができる。 

鳥取県告示第586号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者を指定

したので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年11月９日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

名称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害児通所

支援事業を行う事業所

の名称 

指定に係る障害児通所

支援事業を行う事業所

の所在地 

障害児通所

支援事業の

種類 

指定年月日 

特定非営利活動 

法人ｅｖｅｒ  

ｇｒｅｅｎ 

米子市安倍492

－２ 

オリーブグリーン 米子市安倍492－２ 児童発達支

援 

令和３年 11

月１日 

鳥取県告示第587号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年11月９日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サービス

の種類 
指定年月日 

特定非営利活動

法人ｅｖｅｒ 

ｇｒｅｅｎ 

米子市安倍492

－２ 

ホップ 米子市安倍492－２ 生活介護 令和３年 11

月１日 

〃 〃 タイム 〃 短期入所 〃 

〃 〃 ポトス 〃 共同生活援助 〃 

社会福祉法人博 米子市一部555 生活介護ときぞう 米子市一部555 生活介護 〃 
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愛会 


